
○湯河原町真鶴町衛生組合会計年度任用職員の任用等に関する規則 
令和２年３月31日 

規則第１号 

改正　令和６年３月29日規則第２号 

令和７年３月11日規則第２号 

（趣旨） 

第１条　この規則は、地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）

第22条の２第１項に規定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」と

いう。）の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条　この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

(１)　任期の更新　選考又は勤務実績に基づく能力の実証を経て、当該会計年

度内において同一の職に、同一の会計年度任用職員が、引き続き任用される

ことをいう。 

(２)　再度の任用　選考又は勤務実績に基づく能力の実証を経て、新たに設置

された職に、同一の会計年度任用職員が、改めて任用されることをいう。 

（任期） 

第３条　会計年度任用職員の任期は、同一会計年度内で任期を終了させ、会計年

度を超える任用をしてはならない。 

２　１回の任期は、職務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとし、必要以

上に短い任期を定め、任用又は任期の更新を反復してはならない。 

３　再度の任用の際に、新たな任期と前の任期との間に一定の勤務しない期間を

置いて、任用してはならない。 

（任用の原則） 

第４条　会計年度任用職員を新たに任用又は再度の任用をしようとするときは、

職務遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により組合長が任

用するものとする。 

２　会計年度任用職員の任期、１週間の勤務日数及び１日の勤務時間は、業務の

内容に応じて必要最小限のものでなければならない。 

（登録及び登録期間） 

第５条　会計年度任用職員の任用を希望する者は、あらかじめ湯河原町真鶴町衛

生組合会計年度任用職員登録申込書（様式第１号）を組合長に提出しなければ

ならない。 

２　組合長は、前項の規定により提出された申込書を審査し、適当と認めた者を、

会計年度任用職員登録台帳（以下「登録台帳」という。）に登録しておくもの

とする。 

３　登録台帳への登録期間は、１会計年度を超えない期間とする。ただし、再度

の任用を受けた者の登録は、次会計年度についても登録し続けるものとする。 

（任用の手続） 

第６条　会計年度任用職員の配属を希望する課等長は、登録台帳の中からその業

務に適した者を選考し、任用するものとする。ただし、登録台帳に登録されて
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いる者の中から選考し難い場合は、公募等を行い選考して任用することができ

る。 

２　会計年度任用職員を任用する場合は、湯河原町真鶴町衛生組合会計年度任用

職員任用協議書（様式第２号）に必要書類を添付して管理課長に提出し、組合

長の承認を得なければならない。 

３　組合長は、前項の規定により会計年度任用職員の任用を承認した場合は、勤

務条件通知書（様式第３号）をもって被任用者に通知するものとする。 

４　前項の規定による通知を受けた被任用者は、湯河原町真鶴町衛生組合職員の

服務の宣誓に関する条例（昭和52年２月１日湯河原町真鶴町衛生組合条例第６

号）第２条の規定に基づき、宣誓を行わなければ職務に従事してはならない。 

５　管理課長は、毎月５日までに、湯河原町真鶴町衛生組合会計年度任用職員任

用日数報告書（様式第４号）を所長に提出しなければならない。 

（任用後の管理） 

第７条　管理課長は、当該会計年度任用職員の任用から退職までの勤務及び服務

上の管理を適正に行わなければならない。 

（条件付採用期間の延長） 

第８条　組合長は、法第22条の２第７項の規定により条件付採用となっている会

計年度任用職員が、条件付採用の期間中において実際に勤務した日数が15日に

満たない場合は、その日数が15日に達するまで条件付採用期間を延長すること

ができる。 

（社会保険等） 

第９条　会計年度任用職員の社会保険及び労働保険の適用については、地方公務

員共済組合法（昭和37年法律第152号）、健康保険法（大正11年法律第70号）、

厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）及び雇用保険法（昭和49年法律第116

号）の定めるところによる。 

（公務災害補償） 

第10条　会計年度任用職員の公務上又は通勤による災害に対する補償について

は、地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）又は労働者災害補償保険

法（昭和22年法律第50号）の定めるところによる。 

（退職等） 

第11条　会計年度任用職員は、任期が満了した日をもって退職する。 

２　会計年度任用職員は、任期満了日前に自己の都合により退職する場合は、退

職願（様式第５号）を退職日の14日前までに管理課長に提出しなければならな

い。 

３　組合長は、前項の退職願を承認した場合は、退職発令指令書（様式第６号）

により通知する。 

４　組合長は、会計年度任用職員を任期満了日前に解職しようとする場合は、解

職予告通知書（様式第７号）により、少なくとも30日前に通知するものとする。

ただし、労働基準法（昭和22年法律第49号）第20条第１項ただし書の規定によ

る場合は、この限りでない。 

（営利企業等従事許可の手続） 
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第12条　法第22条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員が、営利企業等

に従事しようとするときは、湯河原町真鶴町衛生組合職員服務規程（平成20年

訓令第１号）第８条の規定を準用するものとする。 

（懲戒分限） 

第13条　会計年度任用職員の懲戒分限処分は、常勤職員の例による。 

（その他） 

第14条　この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な

事項は、組合長が別に定める。 

附　則 

（施行期日） 

１　この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

（施行前の準備行為） 

２　この規則による会計年度任用職員の選考その他必要な準備行為は、この規則

の施行の日前においても、これを行うことができる。 

（湯河原町真鶴町衛生組合臨時的任用職員及び非常勤職員等取扱要綱の廃止） 

３　湯河原町真鶴町衛生組合臨時的任用職員及び非常勤職員等取扱要綱（平成29

年湯河原町真鶴町衛生組合告示第３号）は、廃止する。 

附　則（令和６年３月29日規則第２号） 

（施行期日） 

１　この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２　この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式（次項

において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この規則による

改正後の様式によるものとみなす。 

３　この規則の施行の際現にある様式による用紙については、当分の間、これを

取り繕って使用することができる。 

附　則（令和７年３月11日規則第２号） 

（施行期日） 

１　この規則は、令和７年６月１日から施行する。 

（罰則の適用等に関する経過措置） 

２　この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

３　この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例

によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の

規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に

定める刑に刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第67号。以下「刑法等

一部改正法」という。）第２条の規定による改正前の刑法（明治40年法律第45

号。以下この項において「旧刑法」という。）第12条に規定する懲役（以下「懲

役」という。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）、旧刑法第

13条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）（有期のものに限る。以下この

項において同じ。）又は旧刑法第16条に規定する拘留（以下「旧拘留」という。）

が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短

期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。 
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（人の資格に関する経過措置） 

４　拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例

によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の

規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用につ

いては、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑

に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せら

れた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。 
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様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第６条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

様式第５号（第11条関係） 

様式第６号（第11条関係） 

様式第７号（第11条関係） 


